
包括委任状取下書の作成要領は、次のとおりです。

なお、代理人により当該包括委任状を取り下げるときは、包括委任状番号を特定して「取り

下げる旨」の代理権が必要になります（例施規5の2(1) 。）

例施規様式第８（第８条関係）

包括委任状取下書

（平成 年 月 日）

特許庁長官 殿

１ 包括委任状番号

２ 提出者

識別番号

住所又は居所

氏名又は名称 又は 識別ラベル,

３ 代理人

識別番号

住所又は居所

氏名又は名称 又は 識別ラベル,

〔備 考〕

様式第1の備考１から３まで、５及び13から19まで並びに様式第２の備考１から３まで及び

５と同様とする。
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